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１【提出理由】

　2026年6月25日開催の当社第165回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第

4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 
２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

　2026年6月25日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金105円　総額4,340,830,515円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

 
第2号議案　取締役9名選任の件

取締役として、服部真二、高橋修司、内藤昭男、関根淳、米山拓、遠藤洋一、齊藤昇、小堀秀毅および

漆紫穂子の9名を選任する。

 
第3号議案　取締役に対する株式報酬等に係る報酬枠改定の件

当社が信託を通じて当社株式を取得するために拠出する金銭の上限を廃止する。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議の結果
（賛成の割合）

第1号議案 371,751 131 0 可決（99.89％）

第2号議案     

　服部　真二 329,596 42,267 17 可決（88.56％）

　高橋　修司 327,328 44,534 17 可決（87.95％）

 内藤　昭男 367,343 4,537 0 可決（98.71％）

 関根　淳 367,327 4,553 0 可決（98.70％）

　米山　拓 368,269 3,611 0 可決（98.95％）

 遠藤　洋一 367,447 4,433 0 可決（98.73％）

　齊藤　昇 369,734 2,142 7 可決（99.35％）

　小堀　秀毅 369,640 2,242 0 可決（99.32％）

　漆 紫穂子 369,883 2,000 0 可決（99.39％）

第3号議案 370,301 1,582 0 可決（99.50％）
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　（注）1．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

 第1号議案および第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の

 賛成であります。

 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、

 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

　（注）2．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会の前日までの事前行使分および当日

 出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関し

 て賛成が確認できた議決権数の割合であります。

 
  （4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　当該株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席

の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 
以上
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